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１ 策定の趣旨

環境保全や食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる中で、農業の振興に

あたっては、農業が本来有する自然循環機能を発揮させ、安全性の確保や環境へ

の配慮を十分行いながら、消費者に信頼され選択される農産物を安定的に供給し

ていくことがなにより重要です。

このため、県では土づくりと化学肥料・化学合成農薬の削減を一体的に行うエ

コファーマーの認定を促進するとともに有機農業、特別栽培の推進など、「環境と

共生する農業」の普及拡大を図ってきました。

特に、有機農業は、環境への負荷の低減や消費者が求める安全安心な農産物の

提供、産消提携や都市と農村の交流による地域活性化などが期待されることから、

県は、有機農業を「環境と共生する農業」の重要な柱と位置づけ、一層の普及拡

大を図るとともに、福島県農業の大きな特色として定着させることとしています。

こうしたことを踏まえ、今回、県は、農業者が意欲を持って有機農業に取り組

み、安定的な経営を行うとともに、消費者のニーズに応えて有機農産物を安定的

に提供できるような有機農業の産地を県内各地に育成することを目指し、「新たな

農林水産業振興計画」に即して、今後の有機農業施策の展開方向を示す「福島県

有機農業推進計画（以下「推進計画）という。）」を策定し、有機農業の着実な普

及に努めていくこととしました。

有機農業：化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を

利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り

低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

２ 有機農業の推進に関する県の取組経過と国・市町村の動向

（１）県における取組経過

県は、平成16年度から双葉地方に有機農業推進の担当職員を配置するととも

に、「有機農産物生産システム確立事業（平成16年～20年）」を実施し、有機農

業モデルほ場の設置による技術の実証や普及推進に着手しました。

また、消費者との交流や商談会など、有機農業への県民の理解促進や流通販

売対策にも取り組んできました。

平成18年には農業総合センターに有機農業推進室を新設するとともに、会津

農林事務所に有機農業推進の担当職員を配置し、有機農業の全県的な推進体制

を強化しました。

また、平成18年から「ふくしま型有機栽培等産地づくり推進事業（平成18年

～20年」を実施し、県内18か所で有機農業の実証及び地域に適した栽培体系の

組立てとその普及に取り組んできました。

さらに、平成18年に県自らがＪＡＳ法に基づく登録認定機関となり、有機農

産物の認定業務を開始しました。

これらの取組みにより、有機農産物の生産行程管理者数は、平成15年度末に

24名（全国24位）であったものが、平成20年度末で83名（全国5位）に増加し、
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有機ＪＡＳ認定の作付面積も平成16年度からの5年間で1.7倍の234haまで拡大し

てきています。

（２）国の動向

平成18年12月に「有機農業の推進に関する法律」が施行されました。これを

受けて平成19年4月に農林水産省は「有機農業推進に関する基本方針」を策定し、

具体的な有機農業の推進施策を進めてきています。

（３）市町村の動向

近年、有機農業等に対する市町村の関心は高まってきており、すでに12の市

町村で有機農業等を推進するための協議会等を設置しています。

さらに、県内の2市1村では、国の事業を活用し栽培実証ほ場の設置や研修会

の開催など、有機農業推進の取組みを積極的に展開しています。

また、その他の市町村においても独自に有機農業等の推進に取り組む動きが

出てきています。

３ 福島県における有機農業の現状と課題

（１）有機農業における生産性

有機農業については、農業者自らが様々な工夫や試みを行い、技術の改善と

向上に取り組むとともに、県でも技術の開発や支援を行ってきましたが、依然

として、化学肥料や化学合成農薬を使用する一般の栽培に比べ労働時間を多く

要し、収量も概して低い状態にあります。特に、一般の栽培方法から有機農業

へ転換した数年間は、技術の未熟さ、地力やほ場の生態系形成が不十分なこと

などから品質や収量が低下しがちです。

有機農業の普及拡大には、こうした生産性の低さや不安定さなどの技術的課

題を解決し、経営の安定化につなげる必要があります。

（２）有機農業の生産体制

福島県の有機農業は、近年、拡大傾向にありますが、農業全体に占める有機

農業者の割合や有機農産物の栽培面積は、まだまだ少ない状態にあります。

また、本県の有機農業は、個人や小グループでの取組みが多く、生産販売ロ

ットが小さいため、定期的に一定量の取引を求める流通業者や実需者等に対し

て安定的に供給できる生産体制が十分に整っていないことが課題となっていま

す。

（３）有機農産物の流通・販売

有機農業者は、自ら販路を開拓し、消費者との契約による直接販売、インタ

ーネットでの販売、専門業者への販売など、努力と工夫を重ねながら様々な形

態で販売を行っています。

しかし、有機農産物の価値を理解し、価格が高くても購入する消費者や実需

者を探し出すことは容易ではなく、販路の確保は、新たに有機農業に取り組む
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農業者や生産の拡大を図ろうとする有機農業者にとって大きな課題となってい

ます。

また、有機農産物の流通量は少なく、消費者が購入できる店舗は限られてい

ることから、有機農産物を求める消費者が身近に購入できないことも課題とな

っています。

（４）有機農業に対する消費者の理解

本県の豊かな自然環境の保全や安全・安心な農産物の生産に対する県民の関

心が高まっており、有機農業への期待が大きくなってきています。

今後は、多くの消費者と有機農業者の交流を深めるなど、さらなる理解の促

進を図る必要があります。

４ 有機農業の推進に関する基本的な方針と目標

（１）基本的な方針

福島県は、全国でも主要な有機農産物の生産県になることを目指し、以下の

方針のもと、新たな有機農業者の育成や有機農業経営の改善と安定化を進める

と同時に、有機農産物の産地化を支援し、有機農業の普及拡大を図ります。

ア 有機農業技術の向上による生産の安定化

(ｱ)これまで開発・検証してきた有機農業技術の普及を図り、有機農産物の収

量・品質の向上と安定化を進めます。

(ｲ)農業総合センターでの技術開発や民間技術の検証に取り組み、有機農業技

術の向上と高位平準化を図ります。

イ 有機農業者の育成と組織化による産地化の促進

(ｱ)新たな有機農業者を育成し、生産の拡大を進めます。

(ｲ)有機農業者の連携や組織化による生産体制の強化を図り、産地化を促進し

ます。

ウ 有機農業の経営安定に向けた販路の確保支援

(ｱ)有機農業者が行う新たな販路の開拓や加工など6次産業化の取組みを支援し

ます。

(ｲ)需要に応じた生産と販売ができる体制の構築とその運営を担う人材の育成

を支援します。

(ｳ)県民が身近に有機農産物を購入できる販売環境の整備に努めます。

エ 有機農業に対する消費者等の理解の促進

(ｱ)有機農業のＰＲに加えて、有機農業者と消費者や実需者等との交流を促進

し、互いの絆を深め、顔の見える関係を構築します。

(ｲ)「食育」や「地産地消」等の活動と連携し、消費者等の有機農業に対する

理解の向上を進めます。
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オ 有機農業の推進体制の整備

(ｱ)有機農業の普及を図るため、農業総合センターの有機農業推進室を中心に

普及活動を展開するとともに、関係者・団体との連携を強化します。

(ｲ)市町村における有機農業推進のための体制整備を支援します。

（２）有機農業推進に関する目標

目標１ 有機農業の産地化に向けた生産販売組織の育成

流通業者やレストランなどの実需者、消費者等と定期的に一定規模

の取引を行う有機農業の生産販売組織を育成します。

目標に関する指標 現状（H20年） 目標（H26年）

有機農業の生産販売に取り組む組織数 2 5以上

目標２ 有機農産物の作付拡大と有機農業を担う生産行程管理者の育成

福島県の多様な気象条件や多彩な農産物を活用し特色ある有機農業

の普及を図るため、有機農産物の作付面積を拡大するとともに、有機

農産物の生産行程管理者を育成します。

目標に関する指標 現状（H20年） 目標（H26年）

有機農産物の作付面積 233ha 370ha

（生産行程管理者数） 83名 125名以上

生産行程管理者：JAS法に基づき、有機農産物の栽培計画立案から施肥、病害虫防除

など生産の全ての管理者として、農林水産大臣が認めた認定機関か

ら認定された者。

目標３ 有機農業推進体制の整備

有機農業を普及するためには、生産、流通、消費に係わる関係者の

理解と協力を得ながら推進していく必要があることから、県は、農業

者、農業団体、流通関係者等との連携体制を整備するとともに、市町

村における有機農業の推進体制について、体制を整備した市町村の割

合が県全体の50％以上になることを目指します。

目標に関する指標 現状（H20年） 目標（H26年）

推進体制を整備した市町村数 12 30以上
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５ 有機農業の推進に関する施策の展開方向

県は、３の「基本的な方針と目標」に沿って有機農業を推進するため、以下の

施策を展開します。

（１）有機農業技術の高位平準化

ア これまで農業総合センターで開発した有機農業技術や県内各地で検証して

きた技術の普及を図り、有機農業者の技術向上と生産の安定化を支援します。

イ 県は有機農業技術に関する研修や技術情報交換のための場を設けるととも

に、県の担当職員による個別指導や農業総合センターのホームページを活用

した最新の技術情報の提供を行います。

ウ 良質たい肥を活用した土づくりや施肥体系の普及を図り、たい肥等の地域

内で発生する有機性資源の循環利用を促進します。

（２）有機農業技術の開発

ア 県は、有機農業者が経験と創意工夫により取り組んでいる多様な有機農業

技術を検証するとともに、必要に応じて技術の改善を進めます。

イ 県は、生産現場における技術的課題を的確に把握しながら、農業総合セン

ターにおいて有機農業技術の研究開発を行うとともに、有機農産物の内部品

質評価などの研究を行い、有機農産物の消費拡大を支援します。

（３）有機農業者の育成・確保

ア エコファーマーや特別栽培等に取り組む農業者に対して、有機農業技術や

経営事例などを紹介する研修会等を開催し、有機農業への理解を促すととも

に有機農業へのステップアップを支援します。

イ 有機農業へ転換した初期は生産性が低下しやすいことから、新たに有機農

業に取り組む農業者や生産組織に対しては、県の担当職員と地域の有機農業

者が連携して助言や指導を行い、有機農業の実践を支援します。

ウ 有機農業を志向して新規に就農を目指す者に対しては、財団法人福島県農

業振興公社や市町村と連携して、就農相談や制度資金・研修等に関する情報

提供等を行い、円滑な就農を支援します。

（４）有機農業者の組織化と産地形成

ア 有機農業者が交流できる機会等を設け、有機農業者間の連携や組織化を促

進します。また、生産品目の拡大や生産ロットの確保、販売を見据えた計画

的な生産など生産販売体制を強化する取組みを支援します。

イ 省力化や収量の安定化等により有機農業の生産体制を強化するため、必要
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な機械や施設等の整備を支援します。

（５）有機農産物の販路開拓

ア 有機農業者と流通業者等が商談や情報交換を行う場を提供し、有機農産物

の販路開拓を支援します。

イ 直売所や量販店での販売や宅配などにより、安全・安心な農産物を求める

消費者へ県産有機農産物を提供する取組を促進します。

ウ インターネットや各種イベントなど様々な機会・広報媒体を活用して県産

有機農産物のＰＲと生産状況に関する情報発信を行います。

（６）有機農産物の販売力の向上

ア 有機農産物の販売に関する研修会を開催するなどして、自らニーズを把握

して計画的な生産と積極的な販売活動を行うことができるよう、農業者の販

売力向上を支援します。

イ 地元食品産業や観光業との連携や生産・加工・サービス・販売等を一体的

に行う6次産業化の取組みを促進します。

（７）有機農業者と消費者との交流促進

ア 農産物の販売可能な県及び市町村等主催のイベントにおいて、消費者が有

機農業者から県産有機農産物を直接購入し食する機会が得られる取組みを促

進します。

イ 関係機関等と連携しながら有機農業の作業体験や子供たちの体験学習など

の実施を支援し、消費者と有機農業者の交流を促進します。

（８）有機農業に関する情報の発信

県のホームページや各種広報媒体、県民が集う各種イベント等を活用して、

有機農業が持つ環境への負荷軽減効果や生物多様性の保全効果、有機ＪＡＳ制

度などについて積極的に情報提供を行います。

６ 有機農業の推進体制の整備

（１）県の推進体制

ア 有機農業の円滑な普及を図るとともに、生産現場における課題を把握し試

験研究による課題解決に反映するため、農業総合センター及び農林事務所に

有機農業を担当する職員を配置します。

イ 推進計画に基づく取組みを効果的に進めるため、県及び農業者、農業団体、

流通関係者等で構成する県段階の協議会を設置します。
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ウ 県自らが有機農産物の認定業務を実施し、有機農産物のJAS規格の認定や有

機ＪＡＳ制度の啓発を進めます。

（２）市町村の推進体制整備への支援

農業者及び農業団体、流通関係者等が連携を図りながら、地域の実情に応じ

た有機農業を推進するため、市町村における有機農業の推進体制の整備とその

活動を支援します。

７ 推進計画の期間

本推進計画の期間は、平成22年度から26年度までの5年間とします。

なお、情勢の変化に的確に対応するため、計画期間内であっても必要に応じて

見直すことができるものとします。



参 考 資 料
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福島県における有機農業の現状

１ 福島県における有機農業の推進経過（H16～H21）

○H16. 2 有機農業の実態を把握するため、職員2名を海外(アメリカ)へ派遣。

○H16. 3 生産行程管理者数は24名（全国24位）。

○H16. 4 双葉農業普及所に有機農産物推進担当を配置し、技術の検証に着手。

○H17. 4 農業試験場(現農業総合センター)において有機農業技術の開発に着手。

○H17. 4 有機農業の理解を促進するため、県内7方部で有機農業者と消費者の交流

会を実施（H17～H20）。

○H18. 4 農業総合センターに有機農業推進室を設置するとともに、県内3方部に有

機農産物推進担当を配置し、全県的な推進体制を整備。

○H18. 4 全県下において有機農業技術の組立てと実証に着手(18か所14作物)。

○H18.10 生産段階及び消費者・実需者の意見を踏まえた推進を図るため「有機農

産物等普及推進懇談会」を設置(H18～H20)。

○H18.10 県がＪＡＳ法に基づく有機農産物の認定業務を開始。

○H18.12 ｢有機農業の推進に関する法律｣が公布・施行。

○H19. 4 国において｢有機農業の推進に関する基本的な方針｣を策定。

○H19. 9 有機農産物の流通対策として、首都圏の有機農産物流通関係者を招へ

いし県内3方部での産地交流会（H19～H20）や商談会(H19～)を実施。

○H20. 3 技術検証の結果を基に『｢ふくしま型有機栽培｣等推進技術資料』を策定。

○H21. 1 県内の有機農業関係者により県有機農業者ネットワークが設立。

○H21. 3 技術の検証結果や試験研究成果を取りまとめた推進技術資料｢有機栽培の

手引き｣を策定。

○H21. 3 生産行程管理者数は83名（全国5位）。

○H21. 8 有機農業の課題等について有機関係者との意見交換会を実施。

○H22. 3 福島県有機農業推進計画の策定。
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２ 福島県の有機農産物の作付面積

（１）有機農産物の作付面積の推移

近年、有機農産物の作付面積は年々増加しており、平成20年度は平成17年度対比

で28％の増加となっております（表1）。しかしながら、本県の食用作物を作付けし

た経営耕地面積に占める割合は0.2％とごくわずかです。

表1 福島県におけるＪＡＳ有機農産物の作付面積の推移 （ha）

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

ＪＡＳ有機面積 137 220 212 215 233

うち水稲 105 186 177 179 189

うち青果物等 32 34 35 36 44

（２）有機農産物の作付面積の増加の要因

増加面積の過半は水稲が占めており、これは水稲が他作物に比べ1戸あたりの作付

面積が大きいことに加え、水稲で課題となっている抑草について、紙マルチやアイ

ガモ等による抑草技術が普及したことなどが考えられます。

また、近年、有機農業に対する農業者の関心が高まっていることや米価の低迷が

続く中、販売戦略に位置づけ取り組む農業者が増加したことも要因と考えられます。

３ 福島県の有機農業者数

（１）認定事業者数の推移

本県では、平成18年から県が有機農産物の登録認定機関となり認定業務を実施し

ており、認定事業者数は年々増加しています（表2）。

（２）認定事業者数及び戸数

平成21年3月末現在、有機農産物の認定事業者数は83名で全国5位、農家戸数は

146戸で全国9位となっています（表3）。

表2 県内有機農産物認定事業者数の推移 表3 有機農産物の認定事業者数(H21.3.31)

年次 認定事業者数 順位 県認定数 順位 認定事業者数 農家戸数

H16. 3.31 24(1,934) 24 - 1位 北海道 241 北海道 300

H17. 3.31 38(2,084) 18 - 2位 熊本県 166 新潟県 225

H18. 3.31 47(2,100) 15 - 3位 鹿児島県 164 静岡県 220

H19. 3.31 34(1,123) 11 2 4位 新潟県 118 鹿児島県 195

H20. 3.31 67(1,753) 8 30 5位 福島県、茨城県 83 三重県 181

H21. 3.31 83(1,999) 5 46 6位 － 熊本県 180

出典：ポケット農林水産統計 7位 兵庫県 75 宮城県 174

県認定数は農業総合センターＨＰ 8位 宮城県 59 山形県 171

※( )内は全国の有機農産物認定事業者数 9位 静岡県、愛媛県 54 福島県 146

10位 － 千葉県 137

出典：農林水産省ＨＰ「県別認定事業者数」
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４ 福島県で生産された有機農産物の販売状況

（１）有機農産物の流通経路

本県で生産された有機農産物は、消費者への直接販売、流通業者との契約により

量販店を経由する場合など、多様なルートで販売されています。

県が平成19年度に実施した「県内の主な有機農産物生産者に対する販売先に関す

る調査」では、米、青果物ともに消費者等への直接販売を行う場合が最も多くなっ

ています（図1）。

図1 平成19年度県内の主な有機農産物生産者に対する販売先に関する調査

調査対象：有機農産物の生産に取り組む14集団（水稲9、青果物等5）と21個人（水

稲12、青果物等9）。販売先は複数回答あり。

（２）生産販売体制

平成20年度に県が実施した「有機農業に取り組む集団に関する調査」では、集団

数が17集団、構成員の平均人数は6.5人でした。本県における有機農産物の生産は個

人又は小グループで行われており、提供できる農産物の量に限りがあることや固定

客を対象として生産・販売している場合が多いため、販売方法は消費者等への直接

販売が最も多いと考えられます。

（３）有機栽培米の販売先

平成20年度に県が実施した「平成19年産米に関する流通状況等調査」では、米の

集出荷業者を通した場合、本県の有機栽培米のほとんどが関東地域に販売されてお

り、県内で販売される有機栽培米は、有機栽培米総販売量の1.4％とわずかとなって

います(表4)。

表4 有機・特栽・エコ米の販売地域 単位：玄米 ｔ

水稲

直接販
売 44%

卸業者
26%

その他
4%流通業

者 11%

小売業
者 7%

農業団
体 7%

青果物等

その他
5%

流通業者
19%

小売業者
24%

直接販売
38%

農業団体
14%

n = 21 n = 11
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５ 有機農産物の消費動向

（１）有機農産物の知名度

平成18年度に県が実施した「有機農産物等の消費者行動に関する調査（以下、「消

費者動向調査」）」によれば、9割以上の消費者が有機農産物を知っており、有機農産

物の知名度は高いと考えられます（表5）。

（２）認知度の違いによる消費者動向

消費者動向調査によれば、有機農産物について「内容まで知っていた」と回答し

た消費者は購入頻度が高く、「名称だけ知っていた」と回答した消費者は購入頻度が

低い傾向にあり、また「知らなかった」と回答した消費者は「買わない」を選択し

ています(表5）。

表5 有機農産物に対する知識と購入頻度 (人)

購入頻度

定期的に ときどき た ま に 買わない 計

よく買う 買 う 買 う

内容まで知っていた 32 55 47 15 149

名称だけ知っていた 9 69 110 65 253

知らなかった 0 0 0 38 38

41 124 157 118 440

出典：「消費者調査に基づいた有機農産物の販売戦略にかかる一考察：インターネット

調査における自由記述の分析による接近（2009年度 福島県農業総合センター）

（３）有機農産物に対する県民の関心

平成20年度に県が実施した県政世論調査によれば、「あなたが県産農産物を購入す

るために、今後何を期待しますか（選択・複数回答可）」の問いに「有機・特別栽培

などの生産を増やしてほしい」と回答した県民が3割以上あったことから、県産有機

農産物への期待や関心は高まっています。
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